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第１１７回　月例会概要

　（１）事業経過報告等････････････････････････････････････････････････････････

　（２）講演 「ナカシマプロペラの推進性能、操船性能の向上に向けた取り組みに  

　　　　　 　　ついて」

　　　　　　 　　ナカシマプロペラ株式会社　

　　　　　　　　　国内営業部営業グループ　係長　 尾島　憲太　氏

　　　　　　　　　エンジニアリング本部イノベーション室　係員　 松家　隆雄　氏

 

第１１８回　月例会概要

　（１）事業経過報告等････････････････････････････････････････････････････････

　（２）講演 「最新技術を搭載した新造船 さんふらわあ かむい」

　　　　　　　　　株式会社商船三井さんふらわあ

　　　　　　　　　　常務執行役員　 中川　敏昭　氏

　

事　業　報　告

　令和７年度近畿･四国地方海難防止強調運動推進連絡会議･････････････････････････

LNGバンカリング事業に係る航行安全対策検討調査（播磨地区）第１回委員会･･･････

会　務　報　告

　第１１８回業務運営会議 ･･･････････････････････････････････････････････････････

　第１１９回業務運営会議 ･･･････････････････････････････････････････････････････

　第４０回通常理事会･･･････････････････････････････････････････････････････････

　第１４回定時総会･････････････････････････････････････････････････････････････

　第４１回通常理事会･･･････････････････････････････････････････････････････････

船舶交通随感

　第２５回　鳴門海峡の衝突事故に関する一考･････････････････････････････････････

　

事務日誌抄･････････････････････････････････････････････････････････････････

お知らせ････････････････････････････････････････････････････････････････････

　・令和７年度　海の事故ゼロキャンペーン



－1－

第１１７回　月　例　会　概　要

１　日　　　時　　令和７年４月２３日（水）１５:００～１６:００

２　場　　　所　　神戸市中央区文化センター10階　1001-1002会議室

３　出　席　者　　２３名

４　概　　　要　　

　　　（１）事業経過報告等

　　　　　奥原専務理事から事業報告及び会務報告が行われた。

　　　　　

　　　（２）講　演

　　　　　ナカシマプロペラ株式会社　国内営業部営業グループ 係長　尾島 憲太 氏及

　　　　び、エンジニアリング本部イノベーション室 係員　松家 隆雄 氏により「ナカシ

　　　　マプロペラの推進性能、操船性能の向上に向けた取り組みについて」と題し、

　　　　講演が行われた。
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≪第１１７回月例会講演資料≫
　　

ナカシマプロペラの推進性能、操船性能の向上に向けた取り組みについて

　　　　 　

　　
 

講師　ナカシマプロペラ株式会社　　　　　　　　　　　　　
国内営業部営業グループ 係長　尾島　憲太 氏

エンジニアリング本部イノベーション室 係員　松家　隆雄 氏
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第１１８回　月　例　会　概　要

１　日　　　時　　令和７年５月３０日（金）１５:００～１６:００

２　場　　　所　　神戸市中央区文化センター10階　1001-1002会議室

３　出　席　者　　２３名

４　概　　　要　　

　　　（１）事業経過報告等

　　　　　奥原専務理事から事業報告及び会務報告が行われた。

　　　　　

　　　（２）講　演

　　　　　株式会社商船三井さんふらわあ　常務執行役員 中川 敏昭 氏により「最新技

　　　　術を搭載した新造船 さんふらわあ かむい」と題し、講演が行われた。



－14－

≪第１１８回月例会講演資料≫
　　

最新技術を搭載した新造船 さんふらわあ かむい

　　　　 　

　　
 

講師　株式会社商船三井さんふらわあ　　

常務執行役員　中川 敏昭 氏
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事 業 報 告
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　　　　　　令和７年度近畿・四国地方海難防止強調運動推進連絡会議

１　日　　　時　　令和７年５月２８日（水）１４：３０～１５：１５

２　場　　　所　　神戸第二地方合同庁舎　９階　事案対策室　

３　出　席　者　　別紙のとおり

４　挨　　　拶　　公益社団法人 神戸海難防止研究会　会長　堀　　眞琴

　　　　　　　　　第五管区海上保安本部長代理 交通部長　　伊藤　智人　様

５　議　　　題　　

　　（１）令和６年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーン実施結果について

　　（２）令和６年の近畿・四国地方における海難発生状況について

　　（３）令和７年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーン実施計画について

　　（４）その他

　　　　　①　令和７年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーン関連啓発物品等につ

　　　　　　　いて

　　　　　②　令和７年度近畿・四国地方海における事故ゼロキャンペーン実施結果報告

　　　　　　　について

６　資　　　料

　　（１）配布資料　１－１　令和６年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーン実施

　　　　　　　　　　　　　結果（概要）

　　　　　　　　　　１－２　令和６年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーン実施

　　　　　　　　　　　　　結果（報告）

　　（２）配布資料　２　　　令和６年の近畿・四国地方における海難発生状況

　　（３）配布資料　３－１　令和７年度海の事故ゼロキャンペーン実施計画

　　　　　　　　　　　　　（全国海難防止強調運動実行委員会）

　　　　　　　　　　３－２　令和７年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーン実施

　　　　　　　　　　　　　計画（案）

　　（４）配布資料　４－１　令和７年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーン関連

　　　　　　　　　　　　　啓発物品等

　　　　　　　　　　４－２　令和７年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーンポス

　　　　　　　　　　　　　ター等配布予定数量表

　　　　　　　　　　４－３－１　令和７年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーン

　　　　　　　　　　　　　　　実施結果の報告について（お願い）

　　　　　　　　　　４－３－２　別添様式　令和７年度近畿・四国地方海の事故ゼロキ

　　　　　　　　　　　　　　　ャンペーン実施結果報告書



－24－

　　　　　　　　（５）配布資料　参考資料　全国海難防止強調運動基本計画

７　議 事 概 要

　　　事務局より出欠状況の報告、資料確認の後、（公社）神戸海難防止研究会 堀 眞琴 

　　会長の挨拶があり、引き続き、第五管区海上保安本部 伊藤 智人 交通部長の挨拶が

　　行われた。

　　　次に事務局及び第五管区海上保安本部から資料（案）の説明が行われた。

　　　１）議題（１）について、事務局から説明を行った。

　　　２）議題（２）について、第五管区海上保安本部 清水 景平 交通部安全対策課安全

　　　　対策調整官から説明された。

　　　３）議題（３）について、事務局から説明を行った。令和６年度近畿・四国地方海

　　　　難防止強調運動実施計画（案）は了承された。

以　上　
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　　　　　　別紙

令和７年度近畿・四国地方海難防止強調運動推進連絡会議

出　席　者　名　簿（順不同・敬称略）

はＷeb出席者、　 　   は欠席者

構　成　員　　長谷川　朋　弘　　近畿地方整備局長

　　　　　　　　　　　　　　　 （代理　港湾空港部　補償管理官　安倍　毅）

　　〃　　　　豊　口　佳　之　　四国地方整備局長

　　　　　　　　　　　　　　　 （代理　港湾空港部　工事安全推進室長　浅川　圭一）

　　〃　　　　岩　城　宏　幸　　近畿運輸局長

　　　　　　　　　　　　　　　 （代理　海上安全環境部　調整官　衣川　直哉）

　　〃　　　　峰　本　健　正　　神戸運輸監理部長

　　　　　　　　　　　　　　　 （代理　海上安全環境部　調整官　熊澤　哲也）

　　〃　　　　河　野　　　順　　四国運輸局長

　　　　　　　　　　　　　　 　（代理　海上安全環境部　首席運航労務管理官　

　　〃　　　　束　田　進　也　　大阪管区気象台長

　　　　　　　　　　　　　　　 （代理　気象防災部　気候変動・海洋情報調整官　

　　〃　　　　岩　﨑　欣　吾　　神戸地方海難審判所長

　　　　　　　　　　　　　　 　（同席　書記官　今村　文昭）

　　〃　　　　牧　島　陽　一　　運輸安全委員会事務局神戸事務所長

　　〃　　　　金　子　守　男　　水産庁瀬戸内海漁業調整事務所長

　　　　　　　　　　　　　　 　 (代理　資源課長　松村　俊吾)

　　〃　　　　中　村　紳　也　　一般社団法人 日本船長協会会長

　　　　　　　　　　　　　　 　（代理　総務部長　清水　昌幸）

　　〃　　　　宮　　　昭　久　　公益社団法人関西小型船安全協会会長

　　　　　　　　　　　　　　 　 (代理　専務理事　岩﨑　洋一)

　　〃　　　　田　渕　訓　生　　全国内航タンカー海運組合関西支部支部長

　　〃　　　　香　林　大　介　　全国内航タンカー海運組合薬槽船支部支部長

　　　　　　　　　　　　　　 　（代理　事務局長　四宮　栄一郎）

　　〃　　　　末　岡　民　行　　内海水先区水先人会会長

　　　　　　　　　　　　　 　　（代理　副会長　鹿渡　正次）

　　〃　　　　山　田　哲　也　　大阪湾水先区水先人会会長

　　〃　　　　牛　奥　博　俊　　近畿旅客船協会会長

　　　　　　　　　　　　　 　　（代理　事務局長　清水　満）

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ

川西　俊徳）

坂井　めぐみ）
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　　　　　　構　成　員　　加　藤　琢　二　　神戸旅客船協会会長

　　　　　　　　　　　　　　　 （代理　専務理事　井上　誠）

　　〃　　　　清　水　一　郎　　四国旅客船協会会長

　　　　　　　　　　　　　　　 （代理　専務理事　大矢　浩一）

　　〃　　　　石　田　竜　也　　日本押船土運船協会会長

　　　　　　　　　　　　　　　 （代理　業務委員　久保　信治）

　　〃　　　　浦　　　隆　幸　　全日本海員組合関西地方支部支部長

　　〃　　　　除　補　　　修　　全日本海員組合中国・四国地方支部支部長

　　〃　　　　松　永　康　司　　大阪湾広域臨海環境整備センター常務理事

　　　　　　　　　　　　　　　 （代理　工務課課長補佐　鎌田　哲朗）

　　〃　　　　亀　田　眞　史　　ＰＷ安全協会関西地方本部本部長

　　〃　　　　小　林　靖　匡　　日本郵船㈱関西支店支店長

　　　　　　　　　　　　　　　 （代理　支店長代理　中川　悟)

　　〃　　　　岡　本　龍　太　　川崎汽船㈱関西支店副支店長・海務監督

　　〃　　　　富　山　　　茂　　㈱商船三井海上安全部部長代理

　　〃　　　　鍬　本　浩　司　　第五管区海上保安本部長

　　　　　　　　　　　　　　　 （代理　交通部長　伊藤　智人）

　　〃　　　　寄　神　茂　之　　公益財団法人海上保安協会神戸地方本部本部長

　　　　　　　　　　　　　　　 （代理　事務局長　大待　雄治郎）

　　〃　　　　堀　　　眞　琴　　公益社団法人神戸海難防止研究会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９機関中２８機関出席、参加人員２９名）

地区推進母体構成員

　　　　〃　　　　大阪地区海難防止強調運動推進連絡会議議長

　　　　　　　　 （代理　実務責任者　大阪海上保安監部 航行安全課長　新妻　玲子）

　　　　　　　　 （同席　大阪海上保安監部航行安全課第一海務係　藤田　優海）

　　　　〃　　　　兵庫県阪神淡路地区海難防止強調運動推進連絡会議議長

　　　　　　　　 （代理　実務責任者　神戸海上保安部 航行安全課長　岡田　秀明）

　　　　〃　　　　播磨地区海難防止強調運動推進連絡会議議長

　　　　　　　　 （代理　実務責任者　姫路海上保安部 交通課長　田川　元嗣）

　　　　〃　　　　和歌山北部地区海難防止強調運動推進連絡会議議長

　　　　　　　　 （代理　実務責任者　和歌山海上保安部 交通課長　赤木　英富美）

　　　　〃　　　　紀南地区海上安全対策協議会会長

　　　　　　　　 （代理　実務責任者　田辺海上保安部 交通課長　宮城　裕充）

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ
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　　　　　　地区推進母体構成員

　　　　〃　　　　徳島地区海難防止強調運動推進連絡会議議長

　　　　　　　　 （代理　実務責任者　徳島海上保安部 交通課長　野口　健太郎）

　　　　〃　　　　高知地区海難防止強調運動推進連絡会議議長

　　　　　　　　 （代理　実務責任者　高知海上保安部 交通課長　八幡　恭典）

　　　　〃　　　　大阪湾海上交通センター所長

　　　　　　　　 （代理　実務責任者  安全計画課長　堀辺　哲雄）

（８機関中８機関出席、参加人員９名）

＊　出席推進連絡会議構成員　２９団体中　２８団体　２９名　　

＊　地区推進母体構成員　　　　８団体中　　８団体　　９名　　

計　３７団体中　３６団体　３８名　　

事　務　局　公益社団法人　神戸海難防止研究会　　　　　専務理事　奥原　徳男

　　〃　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　研究部長　渡川　　明

　　〃　　　　　　　　　〃　　　　　　　　情報システム管理部長　藤原　　昇

　　〃　　公益財団法人　海上保安協会神戸地方本部　　事務局長　大待　雄治郎

（参加人員　３名）

第五管区海上保安本部同席者

　　警備救難部救難課長　　　　　　　　　　　　　緒方　理人

　　交通部安全対策課長　　　　　　　　　　　　　海野　勝彦

　　　〃　　　〃　　安全対策調整官　　　　　　　清水　景平

　　　〃　航行安全課長　　　　　　　　　　　　　北村　友佐

　　　〃　　　〃　　専門官　　　　　　　　　　　新角　伸浩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加人員　５名）

（総参加人員数４６名）

ｗ

ｗ

ｗ

（再掲）
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ＬＮＧバンカリング事業に係る航行安全対策検討調査（播磨地区）

第１回委員会

１　日　　　時　　令和７年６月９日（月）１４：００～１６：２０

２　場　　　所　　神戸駅前研修センター 3階　307号室

　　　　　　　　　(Web会議併用)

３　出　席　者　　別紙のとおり

４　議　　　題　　

　　（１）調査方針等について

　　（２）事業計画の概要について

　　（３）StSガイドラインの概要について

　　（４）自然環境、航行環境について

　　（５）バンカリング実施場所におけるガイドラインに準拠した確認について

５　資　　　料

　　（１）検討資料委１－１　調査方針等（案）

　　（２）検討資料委１－２　事業計画の概要（案）

　　（３）検討資料委１－３　StSガイドラインの概要（案）

　　（４）検討資料委１－４　自然環境、航行環境（案）

　　（５）検討資料委１－５　バンカリング実施場所におけるガイドラインに準拠した

　　　　　　　　　　　　　　確認（案）

　　（６）参考資料委１－１ StSガイドライン

　　（７）参考資料委１－２ StSガイドライン 新旧対照表（改訂部分のみ）

６　議　　　事

　　　開会にあたり委託者の大阪ガスインターナショナルトランスポート株式会社 技術

　　部長 山田 裕久 様より挨拶が行われた。

　　　事務局により出席者及び資料の確認を行った後、委員長の選任を行い、岩瀬 潔 委

　　員が委員長に選任された。以後委員長により議事が進められた。

７　審 議 結 果

　　　提示された検討資料は、一部文言について委員会における意見等を盛り込み修正

　　することを前提に了承された。

以　上　
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　　　　　　別紙

出　席　者　名　簿

（順不同・敬称略、 　　　：欠席者）

（   ：Web会議出席者、※：常任調査研究委員）

委　員　長　　岩　瀬　　　潔　　海技大学校名誉教授 ※

委　　　員　　渕　　　真　輝　　神戸大学大学院海事科学研究科准教授 ※

　　〃　　　　橋　本　孝　亮　　内海水先区水先人会会長 ※

　　〃　　　　滝　浦　文　隆　　(一社)日本船長協会常務理事

　　〃　　　　中　川　　　悟　　日本郵船(株)関西支店支店長代理 ※

　　〃　　　　富　山　　　茂　　(株)商船三井海上安全部部長代理 ※

　　〃　　　　岡　本　龍　太　　川崎汽船(株)関西支店副支店長 ※

　　〃　　　　浦　　　隆　幸　　全日本海員組合関西地方支部長

　　〃　　　　大　東　洋　治　　兵庫海運組合理事長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　石定　正則　専務理事)

　　〃　　　　加　藤　琢　二　　神戸旅客船協会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　井上　誠　専務理事)

　　〃　　　　堀　川　満　弘　　小豆島フェリー(株)代表取締役社長

　　〃　　　　水　田　裕一郎　　姫路港運協会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　丸尾　洋一　専務理事)

　　〃　　　　山　田　基　嗣　　東播港運協会会長

関係官公庁　　伊　藤　智　人　　第五管区海上保安本部交通部長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　相馬　洋　企画調整官)

　　　　　　　　　　　　　　　　(同席　前田　竜之介　航行安全課海務第二係)

　　〃　　　　佃　　　長　門　　姫路海上保安部長

　　　　　　　　　　　　　　　　(同席　元川　緋子　交通課航行安全係)

　　〃　　　　宮　川　卓　也　　加古川海上保安署長

　　　　　　　　　　　　　　　　(同席　角田　武也　署員)

　　〃　　　　古土井　　　健　　近畿地方整備局港湾空港部長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　中官　利之　港湾空港整備・補償課長)

　　〃　　　　黒　澤　　　茂　　神戸運輸監理部海上安全環境部長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　籔内　直也　船舶安全環境課長)

　　〃　　　　宇　野　文　章　　兵庫県土木部長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　奥宮　英治　港湾課副課長)

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ
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　　　　　　委　託　者（大阪ガスインターナショナルトランスポート(株)）

　　〃　　　　山　田　裕　久　　技術部長

　　〃　　　　高　橋　秀　真　　技術部

関　係　者（大阪ガス(株)）

　　〃　　　　田　尾　祐　規　　ガス製造部

関　係　者（阪神国際港湾(株)）

　　〃　　　　栗　林　佑貴恵　　企画部係長

関　係　者（ＮＳユナイテッドタンカー(株)）

　　〃　　　　小　林　　　稔　　常務取締役（営業部）

　　〃　　　　藤　丸　美　幸　　取締役（船舶部）

　　〃　　　　田　畑　晴　久　　船舶部監督

　　〃　　　　横　山　　　幹　　船舶部監督

事　務　局　　奥　原　徳　男　　(公社)神戸海難防止研究会専務理事

　　〃　　　　伊　藤　雅　之　　　　　　　〃　　　　　　上席研究員

　　〃　　　　井　田　英　樹　　　　　　　〃　　　　　　事業部長

　　〃　　　　藤　原　　　昇　　　　　　　〃　　　　　　情報システム管理部長

　　〃　　　　伊　藤　　　格　　(株)日本海洋科学コンサルタント事業本部参与

　　〃　　　　高　橋　浩　子　　　　　　　〃　　ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ神戸支店支店長代理

　　〃　　　　岡　嶋　祥　子　　　　　　　〃　　ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ神戸支店コンサルタント

ｗ

ｗ

ｗ

ｗ



会 務 報 告
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第１１８回　業務運営会議

１　日　　　時　　令和７年４月１６日（水）１２:００～１２:５０

２　場　　　所　　商船三井ビル　４Ｆ　会議室

３　出　席　者　　（順不同・敬称略）

　　　　　　　　　　　堀　　　眞　琴　　(公社)神戸海難防止研究会会長

　　　業務執行理事　　奥　原　徳　男　　(公社)神戸海難防止研究会専務理事

　　　構　 成　 員　　石　田　廣　史　　神戸大学名誉教授

　　　　　 〃 　　　　末　岡　民　行　　内海水先区水先人会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　鹿渡　正次　副会長)

　　　　　 〃 　　　　山　田　哲　也　　大阪湾水先区水先人会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　井上　勝　副会長)

　　　　　 〃 　　　　小　林　靖　匡　　日本郵船(株)関西支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　中川　悟　支店長代理)

　　　　　 〃 　　　　中　村　紳　也　　(一社)日本船長協会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　太田　正紀　理事)

　　　　　 〃 　　　　増　子　祐　司　　(株)商船三井関西支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　富山　茂　海上安全部部長代理)

　　　　　 〃 　　　　岡　本　龍　太　　川崎汽船(株)関西支店副支店長

　　　　　 〃 　　　　葛　西　正　記　　(株)神戸製鋼所顧問

　　　事　 務　 局　　宇出津　弘　昭　　(公社)神戸海難防止研究会総務部長

　　　　　　　　　　　井　田　英　樹　　(公社)神戸海難防止研究会事業部長

４　議　　　題

　　（１）業務報告等について

　　（２）理事会等の開催について

　　（３）その他

５　資　　　料

　　席上配布

　　　資料１　業務報告等

　　　資料２　理事会等の開催について

議 長
代 表 理 事
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第１１９回　業務運営会議

１　日　　　時　　令和７年５月１４日（水）１２:００～１２:５０

２　場　　　所　　商船三井ビル　４Ｆ　会議室

３　出　席　者　　（順不同・敬称略）

　　　　　　　　　　　堀　　　眞　琴　　(公社)神戸海難防止研究会会長

　　　業務執行理事　　奥　原　徳　男　　(公社)神戸海難防止研究会専務理事

　　　構　 成　 員　　石　田　廣　史　　神戸大学名誉教授

　　　　　 〃 　　　　 末　岡　民　行　　内海水先区水先人会会長

　　　　　 〃 　　　　 山　田　哲　也　　大阪湾水先区水先人会会長

　　　　　 〃 　　　　 小　林　靖　匡　　日本郵船(株)関西支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　中川　悟　支店長代理)

　　　　　 〃 　　　　 中　村　紳　也　　(一社)日本船長協会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　太田　正紀　理事)

　　　　　 〃 　　　　 増　子　祐　司　　(株)商船三井関西支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　富山　茂　海上安全部部長代理)

　　　　　 〃 　　　　 岡　本　龍　太　　川崎汽船(株)関西支店副支店長

　　　　　 〃 　　　　 葛　西　正　記　　(株)神戸製鋼所顧問

　　　事　 務　 局　　宇出津　弘　昭　　(公社)神戸海難防止研究会総務部長

　　　　　 〃 　　　　 井　田　英　樹　　(公社)神戸海難防止研究会事業部長

４　議　　　題

　　（１）業務報告等について

　　（２）総会及び理事会の開催について

　　（３）その他

５　資　　　料

　　席上配布

　　　資料１　業務報告等

　　　資料２　総会及び理事会の開催について

議 長
代 表 理 事
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公益社団法人 神戸海難防止研究会

第４０回　通常理事会議事録

１　日　　　時　　令和７年５月２１日（水）　１１時１５分から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２時０５分までの間

２　場　　　所　　神戸市中央区波止場町５番６号

　　　　　　　　　神戸メリケンパークオリエンタルホテル４階海王の間

３　理　事　数　　１８名

　　出 席 理 事　　１５名　

　　　(1)　会場出席１３名

　　　　　　堀　　　眞　琴　　石　田　廣　史　　末　岡　民　行　　小　林　靖　匡

　　　　　　奥　原　德　男　　大　泉　　　勝　　松　島　義　樹　　德　丸　健　嗣

　　　　　　坪　上　浩　治　　近　藤　宏　一　　大　東　洋　治　　安　岡　正　雄

　　　　　　岡　本　龍　太

　　　(2)　Ｗｅｂ出席２名

　　　　　　増　子　祐　司　　平　山　勝　敏

４　監　事　数　　３名

　　出 席 監 事　　２名　　

　　　　　葛　西　正　記　　渡　邉　康　夫

５　議　　　案

　　　第１号議案　特定費用準備資金資産の保有について

　　　第２号議案　令和６年度事業報告及び決算について

　　　第３号議案　第１４回定時総会の開催について

　　　第４号議案　定款等の一部改正について

　　　第５号議案　その他

６　報 告 事 項

　　　代表理事及び業務執行理事の職務執行状況について

７　議事の経過概要及びその結果

　　　１１時１５分に開会、事務局から本日の出席理事は、会場出席１３名、ＷＥＢ会議

　　システム出席２名の計１５名で、Ｗｅｂ会議システムが出席者の音声と映像が即時に

　　他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっていること

　　が確認されたことから、理事総数１８名の過半数に達しており、定款第４２条（定足

　　数）の規定により本理事会が成立する旨報告した。

　　　定款第４１条の規定に基づき堀会長が議長となり、挨拶を行った後、本日の議事録
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　　の署名について定款第４５条に基づき、代表理事の堀眞琴会長と出席監事の葛西正

　　記氏及び渡邉康夫氏が行うこととして議事の審議に入った。

○　第１号議案　特定費用準備資金資産の保有について

　　　事務局から特定費用準備資金資産の保有について、資料１に基づき説明を行った

　　後、議長が質疑の有無を確認した上で議案の可否を諮ったところ、原案のとおり可

　　決された。

○　第２号議案　令和６年度事業報告及び決算について

　　　事務局から令和６年度事業報告及び決算について、資料２に基づき説明を行った。

　　　次いで、渡邉監事から令和７年４月２１日に監査を実施した結果の監査報告が行

　　われた後、議長が質疑の有無を確認したところ、小林靖匡理事から「未収金の額が

　　昨年よりも３千万円ほど増えているが、何か特殊な背景等があれば教えてほしい。」

　　旨の問いがあり、事務局から「特殊事情があるわけではなく、毎年多少の増減はあ

　　る。」旨と「受託事業の納期が年度末となるものの支払いは４月頃となり、未収金

　　が発生する。」旨の補足説明がなされた。議長がこのほかの質疑の有無を確認した

　　上で議案の可否を諮ったところ、原案のとおり可決された。

○　第３号議案　第１４回定時総会の開催について

　　　事務局から第１４回定時総会の開催について、資料３に基づき説明を行った後、議

　　長が質疑の有無を確認したところ、石田廣史理事から「総会において決算報告を行

　　う際に、９千万円の未収金があることの理由を説明すべきではないか。」との意見

　　がなされたことから、奥原専務理事が「総会の決算報告の際には未収金の内容等を

　　報告することとする。」旨を述べた。議長がこのほかの質疑の有無を確認した上で

　　議案の可否を諮ったところ、原案のとおり可決された。

○　第４号議案　定款等の一部改正について

　　　事務局から定款等の一部改正について、資料４及び別添資料に基づき説明を行っ

　　た後、議長が質疑の有無を確認したところ、石田廣史理事から「総会の際には、役

　　員報酬等がいつから上がっていなかった具体的に説明し、理解を求めるように。」

　　との申し入れがあり、事務局がこれを了承した。議長がこのほかの質疑の有無を確

　　認した上で議案の可否を諮ったところ、原案のとおり可決された。

○　第５号議案　その他

　　　議長が、他に議案はないか発言をもとめたところ、議場からの発言はなく、事務
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　　局からも他に議案はないと報告が行われた。

　　　提出議案全ての審議終了後、代表理事及び業務執行理事の職務執行状況について、

　　席上配付の資料５に基づき奥原専務理事から報告がなされた。

　　　議長が質疑の有無を確認したところ、議場からの発言はなかった。

　　　以上をもって、議長は本日の議案審議の全部が終了した旨を告げ、１２時０５分に

　　閉会した。
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公益社団法人 神戸海難防止研究会

第１４回　定時総会議事録

１　日　　　時　　令和７年６月１９日（木）　１６時００分から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６時３７分までの間

２　場　　　所　　神戸市中央区波止場町５番６号

　　　　　　　　　神戸メリケンパークオリエンタルホテル

　　　　　　　　　４階瑞天東の間

３　正会員総数　　１０８名

４　出席正会員数　　９２名

　　うち、出席者４５名、書面表決賛成者４２名、表決委任者５名

５　出 席 理 事　　１６名　

　　　堀　　　眞　琴　　 大　泉　　　勝　　 石　田　廣　史　　 末　岡　民　行

　　　奥　原　德　男　　 小　林　靖　匡　　 山　田　哲　也　　 大　東　洋　治

　　　德　丸　健　嗣　　 中　村　紳　也　　 坪　上　浩　治　　 松　島　義　樹

　　　三　原　重　輝　 　安　岡　正　雄　　 岡　本　龍　太　　 増　子　祐　司

６　出 席 監 事　　　３名　　

　　　芝　本　　　明　　 渡　邉　康　夫　　 葛　西　正　記

７　議　　　案

　　　第１号議案　令和６年度事業報告及び決算について

　　　第２号議案　役員（理事）の選任・退任について

　　　第３号議案　定款等の一部改正について

　　　第４号議案　名誉会員の推薦について

　　　第５号議案　その他

　８　議事の経過概要及びその結果

　　　　１６時００分に開会

　　　　事務局から本日の出席正会員は９２名であり、正会員総数１０８名の過半数を超

　　　えているので、定款第２１条の規定により本総会が成立する旨報告が行われた。

　　　　次いで、総会の開会にあたり堀会長から挨拶が行われた。

　　　　事務局は、定款第１９条の規定に従い議長の選任を議場に諮った結果、堀会長が

　　　選ばれて議長になった。

　　　　議長は、議事録署名人について議場に諮り、出席会員の中から議長の堀　眞琴

　　　氏、奥原　德男氏及び葛西　正記氏を選任し、議案の審議に入った。
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　　　　　　○　第１号議案　令和６年度事業報告及び決算について

　　　事務局から令和６年度事業報告及び決算について、資料１に基づいて説明が行わ

　　れた。

　　　次いで、渡邉監事が令和７年４月２１日に監査を実施した結果、財産、会計及び業

　　務の執行状況について、適正、正確であった旨の監査報告が行われた。

　　　議長が、質疑を議場に求めたところ、特に発言がなかったことから議案の可否を

　　議場に諮ったところ、原案のとおり可決された。

○　第２号議案　役員（理事）の選任・退任について

　　　事務局から現在就任中の理事１８名のうち５名の理事から所属先の異動等に伴い辞

　　任の意向が示されていることから、これらの退任と新たに４名の理事の選任につい

　　て、資料２に基づいて説明が行われた。

　　　議長が、質疑を議場に求めたところ、特に発言がなかったことから議案の可否を

　　議場に諮ったところ、５名の退任と新たに４名の理事の選任について、原案のとお

　　り可決された。

○　第３号議案　定款等の一部改正について

　　　事務局から定款等の一部改正について、資料３に基づいて説明が行われた。

　　　議長が、質疑を議場に求めたところ、特に発言がなかったことから議案の可否を

　　議場に諮ったところ、原案のとおり可決された。

○　第４号議案　名誉会員の推薦について

　　　事務局から前会長である大泉氏及び前副会長である石田氏を名誉会員に推薦する

　　ことについて、資料３に基づいて説明が行われた。

　　　議長が、質疑を議場に求めたところ、特に発言がなかったことから議案の可否を

　　議場に諮ったところ、原案のとおり可決された。

　　

○　第５号議案　その他

　　　議長が、他に議案はないか発言を求めたところ、事務局から他に議案はないと報

　　告が行われ、また、議場からの発言もなかった。

　　　以上で、議長は、本日の議案審議の全部が終了した旨を告げ、１６時３７分に閉会

　　した。
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総会の模様
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公益社団法人 神戸海難防止研究会

第４１回　通常理事会議事録

１　日　　　時　　令和７年６月１９日（木）　１６時４５分から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６時５５分までの間

２　場　　　所　　神戸市中央区波止場町５番６号

　　　　　　　　　神戸メリケンパークオリエンタルホテル

　　　　　　　　　４階瑞天東の間

３　理　事　数　　１７名

　　出 席 理 事　　１６名

　　　堀　　　眞　琴　 　奥　田　成　幸　 　橋　本　孝　亮　 　小　林　靖　匡

　　　奥　原　德　男　　 山　田　哲　也　 　中　村　紳　也　 　大　東　洋　治

　　　倉　田　雄　二　 　松　島　義　樹　　 増　子　祐　司　 　三　原　重　輝

　　　安　岡　正　雄　 　石　倉　　　歩　　 德　丸　健　嗣 　　岡　本　龍　太

４　監　事　数　　３名

　　出 席 監 事　　３名　　

　　　芝　本　　　明　　 渡　邉　康　夫　 　葛　西　正　記

５　議　　　案

　　　第１号議案　副会長の選定について

　　　第２号議案　業務運営会議構成員の委嘱について

　　　第３号議案　入会の申し込み承認について

　　　第４号議案　その他

６　議事の経過概要及びその結果

　　　１６時４５分に開会、事務局から本日の出席理事は、１６名で理事総数１７名の過

　　半数に達しており、定款第４２条（定足数）の規定により本理事会が成立する旨報告

　　した。

　　　定款第４１条の規定に基づき堀　眞琴会長が議長となり、挨拶を行った後、本日の

　　議事録の署名について、定款第４５条に基づき、代表理事の堀　眞琴会長と出席監事

　　の芝本　明氏、渡邉　康夫氏及び葛西　正記氏が行うこととして議事の審議に入っ

　　た。

　　

○　第１号議案　副会長の選定について

　　　事務局から副会長の選定について、資料１に基づいて説明が行われた。議長が、

　　質疑を議場に求めたところ、特に発言がなかったことから議案の可否を議場に諮っ
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　　たところ、原案のとおり可決された。

○　第２号議案　業務運営会議構成員の委嘱について

　　　事務局から業務運営会議構成員の委嘱について、資料２に基づいて説明が行われ

　　た。議長が、質疑を議場に求めたところ、特に発言がなかったことから議案の可否

　　を議場に諮ったところ、原案のとおり可決された。

○　第３号議案　入会の申し込み承認について

　　　事務局から入会の申し込み承認について、資料３に基づいて説明が行われた。議

　　長が、質疑を議場に求めたところ、特に発言がなかったことから議案の可否を議場

　　に諮ったところ、原案のとおり可決された。

　

○　第４号議案　その他

　　　議長が、他に議案はないか発言をもとめたところ、事務局から他に議案はないと

　　報告が行われ、また、議場からの発言もなかった。

　　　以上で、議長は、本日の議案審議の全部が終了した旨を告げ、１６時５５分に閉会

　　した。
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第２５回　鳴門海峡の衝突事故に関する一考

　海上保安大学校名誉教授　 

　　神戸大学リサーチフェロー　

松　本　宏　之　 　　

　渦潮で有名な鳴門海峡は兵庫県南あわじ市と徳島県鳴門市の間に位置し、観潮船が行き交

う観光名所になっているが、播磨灘と紀伊水道を結ぶ船舶交通の要衝でもある。鳴門という

名称は、一説によれば強い潮流が轟々と鳴ることに由来するといわれているが、最大11ノット

にも及ぶ強潮流や渦潮は操船に大きく影響するので、船乗りにとっては航海の難所となって

いる。しかしながら、たとえば数百トンクラスの内航船などは、明石海峡を通航すると鳴門

海峡経由よりも航海時間が数時間ほど余計に必要となる場合があるので、一般的には鳴門海

峡を通航する船舶が多いようである。

　海図をみると、鳴門海峡は淡路島門埼西端と徳島県孫埼の東端とに挟まれた約1300メート

ルの水域で、門埼西方は約500メートルまで岩礁や浅所が、また孫埼東方には約300メートル

まで岩礁などが点在していることから、船舶が航行できる最峡幅は400ないし500メートルと

なっている。また総トン数5000トンクラスまでの船舶が一日平均約300隻通航しており、最

峡部付近海域では漁船や遊漁船が多数操業するほか、観潮船が複雑な操船を行うために、通

峡船舶にとっては細心の注意が必要とされる海域であるといわれている（鳴門海峡の海難、

平成16年、神戸海難審判庁）。よく知られている航路幅の理論値2L（Lは全長）に照らせば、

200メートルくらいの船舶どうしでも行き合うことができる可航幅ではあるが、それは一般

的な航路の形状や条件を前提としているもので、鳴門海峡のような特殊な自然環境や航行環

境を考慮すれば、通航船舶や通航時間は限定的なものにならざるを得ない。なお、この海域

で発生した海難を船舶の種類別でみると、隻数で貨物船の割合が3分の2以上を占めており、

プレジャーボートや漁船が多数を占める他の海域と異なる。

　さて、平成6年4月21日の昼過ぎ、強潮流時の鳴門海峡最峡部において、逆潮で南下する貨

物船清和丸（総トン数4966トン、全長115.00メートル）と連れ潮で北上する押船第8大興丸

（総トン数100トン、全長26.00メートル）被押バージ大興号（総トン数2285トン、全長

77.05メートル）が衝突した。清和丸船長は大興丸押船列と900メートルに接近したとき、右

舵10度を令したが舵効きが現れず、引き続いて右舵20度を令したものの舵効きが現れなかっ

た。また第八大興丸船長も同様に右舵10度をとったが、効なく原進路のまま衝突した（潮流

は北流約5ノット）。

　海難審判では、このように浅礁などで可航幅が制限されている最峡部で、強潮流や複雑な

渦潮によって操船の自由を失うような状況にあるときは、全長115メートルの清和丸及び全

長95メートルの大興丸押船列が、そのままの速力で進行すると鳴門海峡の最狭部で短い航過

距離をもって行き会う状況であったから、衝突のおそれがあったと認定された。そして高等

海難審判庁の裁決においては、清和丸側が大興丸押船列の通過を待たなかったことを主因と

し、大興丸押船列側の警告信号不履行を一因とした。これは鳴門海峡で衝突の蓋然性が高い

船 舶 交 通 随 感
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まま行き会う船舶に、明文化された条文はないものの、流れに対して逆となる船舶が順とな

る船舶を避けるという海事従事者の常識（長年培われてきた船員の良き慣行）として知られ

ている優先ルールを適用したものであると思われる。

　海上交通法の観点から解説すれば、海上衝突予防法第39条に定める船員の常務として位置

づけられるような行動規範は、定型的航法として明文化された横切り船の航法などと同様の

法的拘束力を有するので、両船に非定型的航法としての船員の常務に基づく航法が適用され

たものである。類似のルールとして、上流に向かって航行する船舶が下流に向かって航行す

る船舶を避けるという河川の航法があるが、これは流れに逆らって航行する場合は流れに沿

って航行する場合に比べて舵効きがよく、相対的に操縦性能のよい船舶が悪い船舶を避ける

という海上衝突予防法の基本原則に則ったものであるといわれている。蛇足になるが、瀬戸

内海にある音戸瀬戸（広島県）には、流向にかかわらず南航船優先や先船優先のローカルル

ールが存在するという話をきいたことがある。

　なお大阪府・大阪市が、河川における水上交通の適正で安全な利用の増進を図るために定

めた交通ルール（一級河川淀川水系の指定水域における船舶等の通航に関する指導指針）に

は、「船舶等は、河口から河川を上流に向けて通航するものが航路を譲るものとする。」と

の明文規定があり、海上衝突予防法の基本原則に沿ったものとなっている。また、古くは大

阪府水路取締規則（明治43年大阪府令第68号）の第6条第3項にも「上リ船ニ於テ避譲スベシ」

という下航船優先の規定をみいだすことができ、さらに海外の河川においても同様のルール

がある。

　前述の文献においても、特に注意したい点として「強潮流時に大鳴門橋から飛島付近に至

る海域で反航船と航過することが予測されるときには、逆潮流で通航する船舶が、順潮流で

航行する船舶の通航を待つ。」という記載がある。また鳴門六則（鳴門海峡安全ルール）に

も、「強潮流時の無理な通峡は止め、潮流のたるみや弱い時に通ろう！」とともに、「連れ

潮のときは、舵効が悪くなるので操船に注意が必要」と明記されている。加えて鳴門六則に

は、「向かい潮のときは、少なくとも潮流の速度プラス3ノット以上の速力が必要」とも書

かれているが、港則法（関門海峡の特定航法）や海上交通安全法（来島海峡）には、「潮流

の速度に4ノットを加えた速力以上の速力」と定められている（参照：会報第49号「第21回

来島海峡航路の航法改正に関する一考」）。確かに旧港則法や学生時代に学んだ操船学では

3ノットという数値が使われていたが、程度の数量的差異はともかく、航法と数値が有する

操船上の大きな意義を理解することが重要であると思われる。

　さて鳴門海峡の潮流は、淡路島沿岸の海峡北部の阿那賀と海峡南部の福良の潮位観測によ

り求められた調和定数から海峡を挟む南北の水位差を求め、水位差と潮流が一定の関係にあ

ると仮定して求められた潮流の調和定数により算出されている推算値である（参照：海洋情

報部技報第23号「鳴門海峡潮流観測報告」）。また実際の潮汐や潮流は、気圧、風、副振動

などによって予測値と差が生じることもあり、特に潮流は地形の影響を大きく受けるので近

接した場所でも流向・流速・潮時が大きく異なることがあるといわれている。鳴門海峡は渦

流、激流、反流も存在するので、何はともあれ余裕をもった航海計画をたて、潮流の最強時

前後の無理な通峡は避けるというグッドシーマンシップが定着してほしいものである。
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○　事 務 日 誌 抄

（Ｒ7．４．１～Ｒ7．６．３０）

月 日 曜日 時間 委 員 会 名 実 施 場 所

4.16

4.21

4.23

5.14

5.21

5.28

5.30

6. 3

6. 9

6.19

〃

（水）

（月）

（水）

（水）

（水）

（水）

（金）

（火）

（火）

（木）

〃

1200

1530

1500

1200

1115

1430

1500

1400

1400

1600

1645

商船三井ビル会議室

神戸海難防止研究会会議室

神戸市中央区文化センター

商船三井ビル会議室

神戸メリケンパークオリエンタルホテル

神戸第二地方合同庁舎

神戸市中央区文化センター

神戸第二地方合同庁舎

神戸駅前研修センター

神戸メリケンパークオリエンタルホテル

神戸メリケンパークオリエンタルホテル

第118回業務運営会議

令和6年度会計・業務監査

第117回月例会

第119回業務運営会議

第40回通常理事会

令和7年度 近畿・四国地方海難防止強調運動　

推進連絡会議

第118回月例会

令和7年度 大阪湾・紀伊水道台風等対策協議会

総会（会議運営）

LNGバンカリング事業に係る航行安全対策検討

調査（播磨地区）第１回委員会

第14回定時総会

第41回通常理事会
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○お知らせ

　■　令和７年度　海の事故ゼロキャンペーン　（７月１６日～３１日）
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公益社団法人 神戸海難防止研究会所在地・略図

神戸第２地方合同庁舎

交通アクセス
Ｊ Ｒ 神 戸 線 　元町駅東口から徒歩 ７ 分

阪 神 本 線 　元町駅東口から徒歩 ７ 分


